
１　総括
（1）人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

      ２　職員数は、２５年４月１日現在の人数である。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

（3）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、

　　　　国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　　３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値である。

（4）給与改定の状況

佐井村では人事委員会を設置していないため省略します。

（5）給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し

（給料表の改定実施時期）　平成27年4月1日

（内容）　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。激変緩和のため、青森県に準じて４年間（平成31年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

　　　　　他の給料表についても、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

②地域手当の見直し　　地域手当の支給はしていない。

③その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当・単身赴任手当・通勤手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

（6）特記事項

①　給料　：　月額２％削減

②　期末・勤勉手当　：　加算率あり３％削減

年度

２５ ２０４，４１４　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

千円

５，３８２　１４２，８７０　

千円 千円

％

１４．７３　

職員数

A 職員手当 　　計　　B

千円

(参考)類似団体平均

一人当たり給与費

１人当たり

％

１４．１６　

千円千円

２，３８７　

千円

給与費　　B/A

４１　 ４，９８６　

千円

１２，４００　

人 千円

３３７，４８５２，３８２，９８０ ５５，０２２

人

期末・勤勉手当

４９，１４４　

給　料

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

（参考）

２４年度の人件費率

人　件　費
区　　分

区分

住民基本台帳人口

（平成26年1月1日）

年度

25

平成２６年度　佐井村の給与・定員管理等について

歳　出　額

Ｂ／Ａ

人件費率実質収支

Ａ Ｂ

(H23.4.1) 

94.9 
(H23.4.1) 

94.4 

(H23.4.1) 

95.3 

(H24.4.1) 

92.6 

(H24.4.1) 

94.8 

(H24.4.1) 

95.6 
 

(H25.4.1) 

92.4 

 

（H25.4.1） 

94.8 

（H25.4.1） 

95.4 

(H26.4.1) 

92.6 

(H26.4.1) 

95.0 

(H26.4.1) 

95.6 

85

90

95

100

105

110

佐井村 類似団体平均 全国町村平均 

（例） 
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

　　　　

（2）職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

－

経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

－

－

２９７，４３０　 ３２１，２４４　

－

－

*

うち運転技能員

－

年収ベース（試算値）の比較

青森県 343,977円

    1 人

*

－

高　校　卒

大　学　卒

平均給料月額

４０８，４７２　

公　　　　　　務　　　　　　員

佐井村

３４４，５３９　

４０２，８８６　

区　　分

３３４，７００　

平 均 年 齢

青森県

平均給与月額

49.1 歳

  398 人

3,119 人

中　学　卒 －－

４３．５　

３０４，９３４　

４１．６　類似団体

４０．５　

平均年齢

48.2 歳

国

うち用務員

57.9 歳

国

４３．５　

３３５，９４４　

佐井村 －

352,276円

*

類似団体

区　　　　分

*

287,992円

287,063円

50.1 歳

*

*

一般行政職

１２６，６１６　

技能労務職

うち用務員 * *

２３５，０５３　

１３７，２９８　
一般行政職

区　　　　　分

306,800円 330,483円

大　学　卒

*

１６８，７５６　

参　　　　　　　　　　考

１７２，２００　

*

２９１，８５１　

平均給料月額

技能労務職

－

区　　分

公　務　員
（C)

*

平均給与月額

佐井村 － －

* *

（国ベース）

３１０，０９４　

－

*

*

参 考民　　　　　　間

Ａ／Ｂ

－

－

*用務員 *

平均給与月
額

－

３３２，７４８　

－ －

339,276円

*

*

平均給与月額
（A)

３０３，５９１　

    1 人

３６６，６５９　

平均年齢

359,692円

自家用乗用自動車
運転手

平均給与月額
（国ベース）

302,457円

326,611円

対応する民間
の類似職種

３３５，０００　

職員数

－

－－ －

－

１３７，２００　

区　　　　分

－

310,800円 －

－

－－

１４０，１００　

（注）１　「平均給料月額」とは、２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員
　　　　給与実態調査において明らかにされているものである。
　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

３０１，８９８　

１４０，１００　

１７２，２００　

１２９，２００　

２６７，１１５　

高　校　卒

佐　　井　　村 国青　　森　　県

１３４，４５６　

高　校　卒

３３９，２７６　

民　　　間
（D)

３８１，６１２　

Ｃ／Ｄ

*

うち運転技能員

高　校　卒

２８０，７７０　

*

中　学　卒
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）

（注）　１　佐井村の給与じ条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（2）昇給への勤務成績の反映状況

円 ４００，６００

円

３５４，７００

４２２，６００ 円

円

２６１，９００ 円 ３８８，３００ 円

２８９，２００

５

人

円

１３５，６００ ２４３，７００ 円

１８５，８００ 円 ３０７，８００ 円２．４

１９．５

構成比

人

人８

１

区　　分 標準的な職務内容

％

　１　課長補佐又は室長補佐の職務
　２　特に困難な業務を処理する主幹の職務

　１　課長、室長、事務局長又は出先機関の長の職務
　２　副参事の職務

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

％

円４６．４ ％

　定型的な業務を行う主事、技師の職務

　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

１９

１２．２

６　級

４　級

５　級

　１　参事の職務
　２　特に重要かつ困難な業務を所掌する職務

％

６

％

２

１４．６

４．９ ３２０，６００ 円

　人事評価未実施であるため昇給区分に差を設けなかった

２２２，９００人

人

人

職員数

　１　主査の職務
　２　主幹又は係長の職務

％１　級

３　級

２　級

１級 

19.5% １級 

12.2% １級 

6.5% 

２級 

2.4% 

２級 

2.4% ２級 

8.7% 

３級 

46.4% 

３級 

48.8% ３級 

41.3% 

４級 

12.2% 
４級 

12.2% 
４級 

15.2% 

５級 

14.6% ５級 

17.1% 
５級 

23.9% 

６級 

4.9% 
６級 

7.3% 
６級 

4.4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２６年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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４　職員の手当の状況
（1）期末手当・勤勉手当

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

　（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 　（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

千円 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、平成25年度に退職した職員に支給された平均額である。

（3）特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

　支給実績（２５年度決算） 千円

　円

　％

（4）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円
（注）　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○○年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の

　　　　　　支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（5）その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円３１２，０００単身赴任手当

異動に伴って転居し、やむを得ない事情に
より配偶者と別居して単身で生活する職員
に支給
最高　70,000円

異 支給額 ３１２ 千円

52.44

 １件当たり３，０００円を超えない額

21.62

0

　勤続３５年

　勤続２５年

43.70

0

６１５

主な支給対象職員

 借家（貸間）限度額　27,000円

手当の名称

 死体処理作業手当

７５

住居手当 同

同

５，２９５

 感染症防疫作業手当  感染症防疫に従事する職員

国の制度
との異同

内容及び支給単価

千円

　支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

１，４９７　千円

５８８

 行旅死亡人処理作業に従事した職員

　支給実績（２４年度決算）

　職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

－

国

　１人当たり平均支給額　（２５年度）

２．６０

佐　井　村

２．５０

（１．４５）

30.82

　職制上の階段、職務の級等による加算措置

　　・管理職加算　10～25％

36.57　勤続２５年

国

支給職員１人当たり
平均支給年額

（２５年度決算）

　職員全体に占める手当支給職員の割合（２５年度）

左記職員に対する支給単価

扶養手当

0.0

　職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

千円異
 総務課長　48,000円
 課長・室長・次長・事務局長等　36,000円

0

 配偶者　 13,000円
 配偶者以外　 １人目　     11,000円
 　　　　　　　　　２人目以上　6,５00円
 満16歳から22歳までの子に
 　　　　　　　　加算される額　5,000円

　１人当たり平均支給額　（２５年度）

52.44

36.57

通勤手当

１．３５

２，８２４

１．３５

手　当　名

１，２４１　千円

主な支給対象業務

 感染症防疫作業

同

５，７７９

１４７，１００

　手当の種類（手当数）

　　　　　　　　　　　　　　2％～45％加算

　その他の加算措置　　　定年前早期退職特例措置 　その他の加算措置　　　定年前早期退職特例措置

千円 ２２２，２５０

43.70

52.44

21.62

　最高限度額

６８，３００

千円

　　　　　同上

　　・管理職加算　10～25％

　　（退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　　　　　）

　最高限度額

30.82

52.44

27.025

（０．６５）

　（加算措置の状況）

２．５０

０

支給実績
（２５年度決算）

　　・役職加算　5～20％

（０．６５）

佐　井　村

（１．４０）

青　森　県

　（２５年度支給割合）　（２５年度支給割合）

　支給実績（２５年度決算）

　　　　　　　　　　　　　　2％～45％加算

27.025

１人当たり平均支給額

 死体処理作業

52.44

　勤続２０年

　（２５年度支給割合）

　（加算措置の状況）

（１．４０）

　　・役職加算　5～20％

　（加算措置の状況）

　職制上の階段、職務の級等による加算措置

１．３５

（2）退職手当（２６年４月１日現在）

　勤続２０年

－ 25,022

　　・役職加算　5～15％

　職制上の階段、職務の級等による加算措置

　勤続３５年

６９

支給額

国の制度と
異なる内容

（０．６５）

６，０００

　人事評価未実施であるため支給区分に差を設けなかった

管理職員
特別勤務手当

 総務課長1回6,000円
 課長・室長・次長・事務局長等1回4,000円

異 支給額 ６ 千円

 交通機関利用者限度額　55,000円
 交通用具利用者限度額　24,500円

52.44

管理職手当
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５　特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

６　職員数の状況
（1）部門別職員数の状況と主な増減理由

（２６年４月１日現在）

人

（ 人 ）

人

（ 人 ）

人

２

民　　生

報

酬

２

１９２，６００

主　な　増　減　理　由
平成２５年

１７１，１００議 長 ２４２，１００

平成２６年

対前年
増減数

任期毎１６，１６１，６００円

３１０，０００

７４０，０００

副 村 長

 ５１８，０００

６４７，０００

－

２５１，０００副 議 長

２３０，０００議 員

２０１，６００

－

４５８，５００８２０，０００

１１９，０００

△１

任期毎

１００，０００

（５％削減）

（５％削減）

　＜参考＞

△１

４０

５ ４

３５

３９

議 員

１７

職　　　　員　　　　数

　　（２５年度支給割合）

４

－

２

３

１８

　　582,000円×26.5/100×48月

２

１

２．８５

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

小　計

計

議 長

副 議 長

２

合　　計 ４７

[   ５２   ］ [        ］

５

[   ５２   ］

８

類似団体の人口1万人当たりの職員数

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　〔　〕内は、条例定数の合計である。

小　計

１

１

２．８５

３

　　740,000円×45.5/100×48月

２

１

７，４０３，０４０円

村 長

教育部門

農林水産

衛　　生

備　　　　考

総　　務

税　　務

１

３

３

５

村 長

議　　会

商　　工

土　　木

公
営
企
業
等

下 水 道

８

　　　　　　　　区　　分
　部　　門

４８

５８２，０００

期
末
手
当

消防部門

会
計
部
門

　　（２５年度支給割合）

５

２

そ の 他

　（参考）類似団体における最高／最低額

４６５，６００

２０７．１１

副 村 長

退
職
手
当

３５

区 分

給

料

△１

４２１，５００

人口１万人当たりの職員数 ２０３．３０

給 料 月 額 等

　＜参考＞

１７２．３３

１６９．４２

　＜参考＞

類似団体の人口1万人当たりの職員数

水　　道

２

副 村 長

人口１万人当たりの職員数

人口１万人当たりの職員数 １４８．２４

村 長

5



（2）年齢別職員構成の状況（２６年４月１日現在）

　

（3）職員数の推移

人人

60歳48歳

51歳 55歳

人

区　分

32歳

～

４７５ ５

～

未満 23歳 39歳

20歳 24歳

計

44歳

31歳 47歳

～

４ ２

20歳

27歳

１

52歳

35歳

～

４

人 人 人

以上59歳

０

～

43歳

～

５

人

４１２

人 人人

～

人

36歳

～～

28歳

５６

　８

２１年 ２４年

４２

人 人

２５年 ２６年

　８

４８

職員数
２３

２２年 ２３年

４０ ▲９　（▲１８．８％）

　　　　　０　（△　０．０％）

　　▲９　（▲１６．１％）４８

３９

８

４７

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

総合計

４８

　８

４０

８

４８

企業会計合計 　８

５０

普通会計合計 ４０

過去５年間
の増減数（率）

40歳 56歳

～

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

構成比 

５年前の構成

比 

% 
（例） 

年

部門別 
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